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＜目的＞

県は、公共用水域（河川・海域）及び地下水の水質の状況を把握するため、毎年、水質汚濁

防止法に基づく「公共用水域及び地下水の水質の測定に関する計画」を作成しており、本計画

に従って関係機関が水質測定等を実施している。水産研究課では、公共用水域の県南沿岸海

域（美波町伊座利沖～海陽町宍喰沖）の３観測点において水質測定に供するため、各測定項

目に応じた採水と観測を、原則として毎月１回実施している。ここでは、その概要について報告

する。

＜方法＞

令和5年4月から令和6年3月の間、県南沿岸海域St.1～St.3の3観測点（図1、表1）において、

漁業調査船「とくしま」 （鋼製80トン、 1200馬力）で、保健製薬環境センターが準備した採水容

器に、成分の汚染がないように注意しながら、各測定項目に応じた適切な方法で採水した。

測定項目のうち、pH、COD、DO及び塩素量の基本項目については、毎月、全観測点の表層

（0.5m）及び中層（2m）の海水を採水した。DOについては、底層（海底から約0.5m上）の海水も

採水した。その他の測定項目（表2参照）は、5月、7月、 9月、11月、2月及び3月に表2のとおり

表層（0.5m）の海水を採水した。また、採水時に、気温、水温、水深、水色、透明度等の観測を

実施した。

なお、2月に漁業調査船「とくしま」がドック入りしたことから、 2月分の調査は1月末に前倒し

で実施した。

＜結果＞

本事業の結果は、水質汚濁防止法第17条の規定に基づき、県のホームページ（令和5年度

公共用水域及び地下水の水質の状況についての測定結果）で公表されるので、これを参照さ

れたい。

表１ 観測点の水深と緯度経度

図１ 観測点の位置図

観測点 水深(m) 北緯 東経

St.1 約70～72 33°48′0.042″ 134°45′14.182″

St.2 約79～80 33°40′36.094″ 134°32′2.258″

St.3 約87～91 33°32′48.157″ 134°21′50.326″
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表２ 調査年月日と各観測点における測定項目
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